
注意事項
♦本人名義のクレジットカードのみ利用可能です。

未成年者（18歳未満）は保護者のクレジット

カード利用可能。

♦後払い受付は、受診の都度必要です。

♦領収証、診療明細書、予約票は当日20時以降に

アプリから確認できます。

♦領収証、診療明細書、予約票の発行が必要な方

は、アプリにて行ってください。

※データのダウンロード期限は１年間です。

※病院では領収書の発行はできません。

♦以下の方はご利用できません。

・スマートフォンをお持ちでない方

・本人名義のクレジットカードをお持ちでない方

・自己負担のある公費（指定難病や更生医療など）

を使っている方

・限度額適用認定証を利用される方で、限度額の

上限に達しており、当日の負担がない方

♦以下の場合は、後払い受付がキャンセルになり

ますので、改めて請求をさせていただきます。

※アプリから予約票の確認ができませんのでお問い合わせください。

・17：15までに後払い専用窓口に会計ファイル

を提出されなかった方

・クレジットカードの引落しができなかった場合

・限度額適用認定証を利用された方で、限度額の

上限に達しており、請求額が０円だった場合
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